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代理事業者：積水化学工業株式会社

スマートハイムでんき電気需給（電気のご購入）条件説明書
（重要事項説明書） 【時間帯別プラン】

本書面は、積水化学工業㈱を代理事業者として、東京ガス㈱（以下
「当社」といいます。）がお客様に電気を販売する際の需給条件等の重
要な内容についてご説明し、お客様にご理解いただくための書面です。

◆ご契約内容の確認
・本契約は、当社指定の様式にてお申し込みを受け、当社が承諾した場
合に成立し、解約されるまで継続します。
・本契約は、当社のWeb会員サービス「時間帯別プランマイページ」
（以下「マイページ」）への加入を条件とします。
・ご契約いただく電気料金メニューは、お客さまにお申し込みいただい
た内容をご確認ください。契約容量等（契約電流（A）、契約容量
（kVA）、契約電力（kW））は原則として、需給開始時点でご使用場所ご
とに設定されている契約容量等の値とします。ただし、この方法により
決定することができない場合は、1年間を通じての最大の負荷を基準
として、お客さまからお申し出いただく契約容量等の値または需給開
始時点でご使用場所ごとに設定されている契約容量等の値等を踏ま
えて当社が決定いたします。
・前住者と前住者が契約していた小売電気事業者との電気需給契約
が継続している場合、当該電気需給契約が解約となった時点で電気
供給が中断されることがあります。電気供給を再開するためには、下
記問い合わせ先までお問い合わせください。
・電気の使用開始と同時に契約容量等の変更はお申し出いただけま
せん。
・電気料金メニューは、原則として、需給開始日（料金適用開始の日）か
ら適用します。

◆需給開始予定日
・需給開始予定日は以下の通りとし、確定後、電子メールその他当社
指定の方法でお客さまにお知らせします。
＜他社からの電気の切り替えの場合または当社の他の契約種別の電
気需給契約からの切り替えの場合＞
原則として、所定の手続きを完了した後最初に到来する電気の検針日
とします。
＜お引越し（転入）の場合＞
原則として、お客さまが希望した日とします。ただし、いずれの小売電
気事業者とも契約関係がない状態で電気の使用を開始し、後に当社
との契約が成立した場合は、その使用を開始した日を需給開始日とし
ます。
・需給開始予定日はあくまで目安です。お申し込み後の所定の手続き
は通常1～2か月程度で完了いたしますが、お申し込み時のお客さま情
報に誤りがあった場合やお申し込み内容・状況により所定の手続き終
了までに時間を要することがあります。その場合は、需給開始予定日に
需給を開始できないことがあります。また、必要事項の確認がとれない
場合には、需給を開始できないことがあります。

◆供給電圧および周波数
・当社は、送配電事業者に供給設備を確認の上、次のいずれかの電圧
で電気を供給いたします。（供給電圧100V／200V／100Vおよび
200V）
・周波数は50Hzとします。

◆電気ご使用量の計量や電気料金の計算方法
・月ごとの電気の計量日（もしくは検針日）は、お客さまの属する区域
に応じて一般送配電事業者が定めます。
・当社は、一般送配電事業者が計量した電気ご使用量を計量日以降に

受領し、その値をもとに電気料金を計算いたします。電気料金および
その計算方法は、電気料金メニュー定義書（URL：https://home.to-
kyo-gas.co.jp/power/ryokin/yakkan/index.html）をご確認くだ
さい。
・当社は、前月の電気の計量日から当月の電気の計量日の前日までの
期間の使用電力量をもとに、電気料金を計算します。ただし、新たに電
気の需給を開始した場合は、需給開始日から直後の電気の計量日の
前日までの期間を、お客さまの属する区域に応じて一般送配電事業者
が定める計量日以外の日に電気需給契約を解約した場合は、直前の
電気の計量日から解約日の前日までの期間の使用電力量をもとに、電
気料金を計算します。
・当社は、新たに電気の需給を開始し、またはお客さまの属する区域に
応じて一般送配電事業者が定める計量日以外の日に電気需給契約を
解約した場合は、基本料金、最低月額料金および電力量料金、再生可
能エネルギー発電促進賦課金を日割計算して電気料金を請求します。
・お客さまが支払期限日を経過してもなお電気料金を支払われない場
合は、当社は、支払期限日の翌日から支払いの日までの期間に応じて
延滞利息を申し受けます。 延滞利息は、その計算の対象となる電気料
金から、消費税等相当額を差し引いた金額に一日あたり 0.0274 パー
セントを乗じて計算して得た金額とします。原則として、お客さまが延
滞利息の計算の対象となる電気料金を支払われた直後に支払義務が
発生する電気料金とあわせてお支払いいただきます。

◆電気料金のお支払い方法
・電気の計量日以降に、口座振替またはクレジットカード払いでお支
払いいただきます。

◆お客さまからのお申し出による契約の変更・解約
・お客さまの都合により当社への電気の切り替えを取りやめることと
なった場合、お客さまは切り替えによる電気の需給開始予定日より前
に当社にその旨を申し出ていただく必要があります。
・お客さまからのお申し出により本契約の変更または解約を希望され
る場合は、以下の方法でご連絡下さい。なお、やむを得ない場合を除き、
お客さまが契約容量等を新たに設定もしくは変更した後の計量日か
ら1年目の日が属する月の計量日まで、契約容量等を変更することは
できません。電気料金メニューの変更についても同様とします。▲

契約容量等の変更を希望される場合：下記のお問い合わせフォー
ムでお問い合わせ下さい。▲

電気料金メニューの変更を希望される場合：下記のお問い合わせ
フォームでお問い合わせ下さい。▲

解約を希望される場合：下記のお問い合わせフォームで最後に電気
を使用する日の2営業日前までにお問い合わせください。なお、建物の
解体を伴う場合は、最後に電気を使用する日の7営業日前を目途にお
問い合わせください。
・ただし、他の小売電気事業者への切り替えにもとづく当社との契約
の解約の場合には、当社へご連絡いただく必要はありません。切り替
え先の小売電気事業者へお申し込みください。なお、切り替え先の契
約内容によっては、当社へのご連絡が必要な場合がございます。
・引越し（転出）等の理由や他の小売事業者への契約切り替えによっ
てお客さまが本契約の解約を希望する場合で、①新たに契約容量等
を設定した日または契約容量等を増加した日から本契約の解約日ま
での期間が1年未満、かつ②当社が一般送配電事業者の託送供給等
約款にもとづき一般送配電事業者から料金や工事費等の精算を求
められた場合には、お客さまはその金額相当額を負担していただき
ます。

◆その他需給に関わる費用
・需給開始等にともない工事費負担金が発生した場合は、一般送配
電事業者が見積り算定した費用を、当社がお客さまに請求いたしま
す。お支払い方法については別途当社からご案内いたします。その他
お客さまが電気を不正に使用した際の違約金など一般送配電事業
者から当社に請求される費用についても同様に、お客さまへ請求い
たします。

◆電気の需給に関するお客さまのご協力のお願い
・電気の需給にあたり、一般送配電事業者が定める託送供給等約款に
規定された内容を遵守していただきます。それにともない、当社または
一般送配電事業者からお客さまに以下に記載する事項へのご協力を
お願いする場合があります。
①お客さまの電気のご利用に際し、必要な設備の工事などのための作
業用地の確保
②電気の需給および保安上の必要がある場合に、事前のお知らせ後
に一般送配電事業者が実施する停電（お客さまの電気の使用の中止
または制限）
③お客さまの承諾を得た上で、一般送配電事業者が必要な業務のた
めに実施するお客さまの土地・建物への立ち入り
④お客さまの電気のご利用にともない他者の電気の使用を妨害する
おそれがある場合の、電気の品質の維持・改善のために必要な装置・
設備の施設
⑤電気工作物に異常もしくは故障があり、またはそのおそれがある場
合、およびお客さまが電気工作物の変更の工事を行い、その工事が完
成した場合におけるその旨の通知

◆当社からの契約の変更・解約
・当社は、一般送配電事業者が定める託送供給等約款や関係法令等
の改正や社会的経済的な影響等当社が必要と判断した場合には、民
法第548条の4に定める定型約款変更の定めに従い、お客さまの了承
を得ることなく、電気需給約款（時間帯別プラン専用）や電気料金メ
ニュー定義書(（以下、「電気需給約款等」といいます。）を変更する場
合があります。その場合には、あらかじめ変更する旨および変更後の
電気需給約款等の内容ならびに変更の効力発生日を、当社指定の
ウェブサイトに一定期間掲載することでお知らせいたします。
・お客さまと当社とのこれまでの契約状況（お支払い状況含む）により、
当社がお客さまとの契約の継続が困難であると判断した場合には、当
社から本契約を解約することがあります。
・その他、支払期限日を経過しても電気料金のお支払いが確認できな
い場合やお客さまが当社の電気需給約款等に違反した場合、または
電気の供給が不可能若しくは著しく困難な場合等には、原則としてあ
らかじめお客さまへ通知の上で、当社から本契約を解約することがあ
ります。また、お客さまが移転し電気を使用されていないことが明らか
な場合、当社は本契約を終了することがあります。
・上記の場合において、本契約の終了後、お客さまは無契約状態となり、
電気の供給が止まるおそれがありますので、他の小売電気事業者と小
売供給契約を締結するか、供給義務を負う電気事業者に供給申し込
みをしていただく必要があります。

◆その他
・契約締結および契約変更にあたっての供給条件の説明、契約締結前
の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、当社指定の
ウェブサイトへの掲載、電子メールの送付その他当社が適当と判断し
た方法により行うことについて予め承諾の上、お申し込みください。
・次項目に規定する場合を除き、電気需給約款等の変更にあたっての
供給条件の説明および契約締結前の書面交付ならびに契約締結後の
書面交付を、以下の通り行うことについて予め承諾の上、お申し込み
下さい。
①供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、説明
および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説
明し、記載します。
②契約締結後の書面交付を行う場合には、当社の名称および住所、
契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載
します。
・電気需給約款等の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必
要とされる形式的な変更その他の電気需給契約の実質的な変更をと
もなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約締結前

の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようと
する事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること、および
契約締結後の書面交付をしないことについて予め承諾の上、お申し込
みください。
・現電力会社から当社へ電気を切り替える場合、現電力会社への解約手
続きは当社が行いますので、お客さまによるお手続きは原則不要です。
・現電力会社から切り替えて当社の電気をご契約いただく場合には、
現電力会社との電気契約が解約され、現電力会社との契約の解約に
ともなう不利益事項（解約金の発生やポイントの失効等）が発生する
場合があります。現電力会社との契約内容をご確認ください。
・現在の電力会社との契約で、既に免税、再生可能エネルギー発電促
進賦課金減免措置を受けられており、引き続き適用を希望される方に
ついては、下記のお問い合わせフォームでお問い合わせください。
・キャンペーン情報・電気需給約款等・サービス内容等は変更されるこ
とがあります。最新情報は当社指定のウェブサイトでご確認ください。
・本契約の締結手続きを当社の代理業者等が行った場合は、申込書右
下の営業箇所記入欄、または、契約締結前書面の「代行受付箇所」欄
に当該代理業者等の名称を記載しています。
・契約締結済みの方には、本書面は契約締結後にメールでお送りして
いる重要事項を補完するものになります。

◆問い合わせ先
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◆お客さまからのお申し出による契約の変更・解約
・お客さまの都合により当社への電気の切り替えを取りやめることと
なった場合、お客さまは切り替えによる電気の需給開始予定日より前
に当社にその旨を申し出ていただく必要があります。
・お客さまからのお申し出により本契約の変更または解約を希望され
る場合は、以下の方法でご連絡下さい。なお、やむを得ない場合を除き、
お客さまが契約容量等を新たに設定もしくは変更した後の計量日か
ら1年目の日が属する月の計量日まで、契約容量等を変更することは
できません。電気料金メニューの変更についても同様とします。▲

契約容量等の変更を希望される場合：下記のお問い合わせフォー
ムでお問い合わせ下さい。▲

電気料金メニューの変更を希望される場合：下記のお問い合わせ
フォームでお問い合わせ下さい。▲

解約を希望される場合：下記のお問い合わせフォームで最後に電気
を使用する日の2営業日前までにお問い合わせください。なお、建物の
解体を伴う場合は、最後に電気を使用する日の7営業日前を目途にお
問い合わせください。
・ただし、他の小売電気事業者への切り替えにもとづく当社との契約
の解約の場合には、当社へご連絡いただく必要はありません。切り替
え先の小売電気事業者へお申し込みください。なお、切り替え先の契
約内容によっては、当社へのご連絡が必要な場合がございます。
・引越し（転出）等の理由や他の小売事業者への契約切り替えによっ
てお客さまが本契約の解約を希望する場合で、①新たに契約容量等
を設定した日または契約容量等を増加した日から本契約の解約日ま
での期間が1年未満、かつ②当社が一般送配電事業者の託送供給等
約款にもとづき一般送配電事業者から料金や工事費等の精算を求
められた場合には、お客さまはその金額相当額を負担していただき
ます。

◆その他需給に関わる費用
・需給開始等にともない工事費負担金が発生した場合は、一般送配
電事業者が見積り算定した費用を、当社がお客さまに請求いたしま
す。お支払い方法については別途当社からご案内いたします。その他
お客さまが電気を不正に使用した際の違約金など一般送配電事業
者から当社に請求される費用についても同様に、お客さまへ請求い
たします。

◆電気の需給に関するお客さまのご協力のお願い
・電気の需給にあたり、一般送配電事業者が定める託送供給等約款に
規定された内容を遵守していただきます。それにともない、当社または
一般送配電事業者からお客さまに以下に記載する事項へのご協力を
お願いする場合があります。
①お客さまの電気のご利用に際し、必要な設備の工事などのための作
業用地の確保
②電気の需給および保安上の必要がある場合に、事前のお知らせ後
に一般送配電事業者が実施する停電（お客さまの電気の使用の中止
または制限）
③お客さまの承諾を得た上で、一般送配電事業者が必要な業務のた
めに実施するお客さまの土地・建物への立ち入り
④お客さまの電気のご利用にともない他者の電気の使用を妨害する
おそれがある場合の、電気の品質の維持・改善のために必要な装置・
設備の施設
⑤電気工作物に異常もしくは故障があり、またはそのおそれがある場
合、およびお客さまが電気工作物の変更の工事を行い、その工事が完
成した場合におけるその旨の通知

◆当社からの契約の変更・解約
・当社は、一般送配電事業者が定める託送供給等約款や関係法令等
の改正や社会的経済的な影響等当社が必要と判断した場合には、民
法第548条の4に定める定型約款変更の定めに従い、お客さまの了承
を得ることなく、電気需給約款（時間帯別プラン専用）や電気料金メ
ニュー定義書(（以下、「電気需給約款等」といいます。）を変更する場
合があります。その場合には、あらかじめ変更する旨および変更後の
電気需給約款等の内容ならびに変更の効力発生日を、当社指定の
ウェブサイトに一定期間掲載することでお知らせいたします。
・お客さまと当社とのこれまでの契約状況（お支払い状況含む）により、
当社がお客さまとの契約の継続が困難であると判断した場合には、当
社から本契約を解約することがあります。
・その他、支払期限日を経過しても電気料金のお支払いが確認できな
い場合やお客さまが当社の電気需給約款等に違反した場合、または
電気の供給が不可能若しくは著しく困難な場合等には、原則としてあ
らかじめお客さまへ通知の上で、当社から本契約を解約することがあ
ります。また、お客さまが移転し電気を使用されていないことが明らか
な場合、当社は本契約を終了することがあります。
・上記の場合において、本契約の終了後、お客さまは無契約状態となり、
電気の供給が止まるおそれがありますので、他の小売電気事業者と小
売供給契約を締結するか、供給義務を負う電気事業者に供給申し込
みをしていただく必要があります。

◆その他
・契約締結および契約変更にあたっての供給条件の説明、契約締結前
の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、当社指定の
ウェブサイトへの掲載、電子メールの送付その他当社が適当と判断し
た方法により行うことについて予め承諾の上、お申し込みください。
・次項目に規定する場合を除き、電気需給約款等の変更にあたっての
供給条件の説明および契約締結前の書面交付ならびに契約締結後の
書面交付を、以下の通り行うことについて予め承諾の上、お申し込み
下さい。
①供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、説明
および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説
明し、記載します。
②契約締結後の書面交付を行う場合には、当社の名称および住所、
契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載
します。
・電気需給約款等の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必
要とされる形式的な変更その他の電気需給契約の実質的な変更をと
もなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約締結前

の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようと
する事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること、および
契約締結後の書面交付をしないことについて予め承諾の上、お申し込
みください。
・現電力会社から当社へ電気を切り替える場合、現電力会社への解約手
続きは当社が行いますので、お客さまによるお手続きは原則不要です。
・現電力会社から切り替えて当社の電気をご契約いただく場合には、
現電力会社との電気契約が解約され、現電力会社との契約の解約に
ともなう不利益事項（解約金の発生やポイントの失効等）が発生する
場合があります。現電力会社との契約内容をご確認ください。
・現在の電力会社との契約で、既に免税、再生可能エネルギー発電促
進賦課金減免措置を受けられており、引き続き適用を希望される方に
ついては、下記のお問い合わせフォームでお問い合わせください。
・キャンペーン情報・電気需給約款等・サービス内容等は変更されるこ
とがあります。最新情報は当社指定のウェブサイトでご確認ください。
・本契約の締結手続きを当社の代理業者等が行った場合は、申込書右
下の営業箇所記入欄、または、契約締結前書面の「代行受付箇所」欄
に当該代理業者等の名称を記載しています。
・契約締結済みの方には、本書面は契約締結後にメールでお送りして
いる重要事項を補完するものになります。

◆問い合わせ先

＜個人情報の取り扱いについて＞
当社は、お客さまの個人情報を、ガス・電気・熱等のエネルギー供給販売業
（エネルギーの調達を含む）、住宅設備機器・機械器具の小売業、設備工事
業、土木建築工事業、建築リフォーム業、警備防災業、総合リース業、金融・保
険業、生活関連サービス業、食品・飲料の製造・販売業、クレジットカード業、
不動産業、教育支援業およびこれらに附帯する事業、ならびに関連するアフ
ターサービスの提供および上記各種事業に関するお知らせのために利用い
たします。また、お客さまの個人情報（属性や行動履歴等を含む）を分析して、
属性・趣味・嗜好等に応じた広告・宣伝、営業活動および各種マーケティング
施策のために利用することがあります。なお、電力販売に関する業務提携先
等と共同利用する場合があります。その他、個人情報の取り扱いについては、
当社ホームページの「個人情報の取り扱いについて」をご確認ください。

東京ガス株式会社（小売電気事業者 A0064）
住所：東京都港区海岸1-5-20

【お問い合わせフォーム】
https://renewable.energy-portal.tokyo-gas.co.jp/
action/contact/indexGuest?brandCode=
4JKB&prtCd=30T6
【受付時間】月～金9：00～17：30

本書面やお申込み後のお問合せ

お申込みに関するお問合せ／代行受付箇所

積水化学工業株式会社（代理事業者）
住所：大阪府大阪市北区西天満二丁目4番地4号　堂島関電ビル

0120-234-816
自動応答24時間受付

スマートハイムでんきお問合せダイヤル

6月分
電気料金

7月分
電気料金

8月分
電気料金

〈燃料費調整単価の適用〉

（*1）燃料費調整単価：燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。
1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 86,100 円を下回る場合
燃料費調整単価 ＝ (86,100 円－平均燃料価格) × (基準単価0.183 円÷1,000) 
1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 86,100 円を上回る場合
燃料費調整単価 ＝ (平均燃料価格－86,100 円) × (基準単価0.183 円÷1,000)
（*2）平均燃料価格：平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき計算された値とし、当社はこれに上限を設けておりません。 
　［ 平均燃料価格＝Ａ × 0.0048 ＋ Ｂ × 0.3827  ＋ Ｃ × 0.6584 ］
　　Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
　　Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 
　　Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭価格   

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
▼HP公表

平均燃料価格 2か月後

▼HP公表
平均燃料価格 2か月後

▼HP公表
平均燃料価格 2か月後

料金表（時間帯別プラン専用）

「時間帯別プラン（東京電力エリア）」の料金表は、以下の通りです。

第2段階料金電力量料金

292.28円

438.43円

584.57円

876.86円

1,169.15円

1,461.43円

1,753.72円

292.28円

35.60円

27.77円

基本料金（1か月あたり）

電力量料金

時間帯別プラン（東京電力エリア）料金表

契約電流10A

契約電流15A

契約電流20A

契約電流30A

契約電流40A

契約電流50A

契約電流60A

契約容量1kVAにつき

午前6時～翌午前1時の1kWhにつき

午前１時～午前6時の1kWhにつき

料金計算方法

●電気料金は、契約容量等に応じた基本料金と、その月の使用電力量に応じて計算する電力量料金の合計に、「再生可能エネルギー発電促進賦
課金」を加えたものになります。
●電力量料金は燃料価格の変動に応じて、「燃料費調整額」を加算あるいは差し引きして計算します。
●まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額となります。
●基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を下回る場合は、その1か月の料金は、最低月額料金と再生可能エネルギー発電促進賦
課金の合計になります。

●基本料金と電力量料金に加え、付帯メニューが適用される場合でその全てを反映した後の合計が負となるときは、その1か月の料金は、「再生
可能エネルギー発電促進賦課金」のみとします。
燃料費調整制度について
電気料金には、燃料価格の変動分を月々の電気料金に反映させる燃料費調整額が含まれており(燃料費調整制度といいます)、使用電力量に燃
料費調整単価（*1）を乗じて算定します。 
燃料費調整単価は、貿易統計における原油価格・液化天然ガス価格・石炭価格から算出される3か月間の平均燃料価格（*2）にもとづき算定し、
2か月後の電気料金に適用します。なお、燃料費調整の上限は設けておりません。
また、各月に適用する燃料費調整単価および原油価格・液化天然ガス価格・石炭価格については、当社のホームページに掲載します。

1契約につき 318.20円


